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第一章 ギャンブル等依存症対策の基本的考え方等 

 

 

Ⅰ ギャンブル等依存症対策の現状 

 

１ ギャンブル等依存症対策の対象 

基本法第２条では、ギャンブル等依存症を、「ギャンブル等（法律の定めるところにより行

われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。）にのめり込むことにより

日常生活又は社会生活に支障が生じている状態」と定義している。 

本基本計画の「第二章 取り組むべき具体的施策」に掲げる「Ⅱ 予防教育・普及啓発」、

「Ⅲ 依存症対策の基盤整備・様々な支援」、「Ⅳ 調査研究・実態調査」及び「Ⅴ 多重債務

問題等への取組」は、その性質上、ギャンブル等の態様を問わず、取り組むべき施策である。 

また、同章に掲げる「Ⅰ 関係事業者の取組」では、ギャンブル等依存症の予防に資する事

業の実施という観点から、基本法第 23 条に基づく実態調査や国会での議論等を踏まえ、競馬

などの公営競技やぱちんこ等の実施に係る事業者を「関係事業者」として、その取組を対象と

している。ただし、この対象については、今後、本基本計画に基づき実施される実態調査等を

踏まえ、必要な見直しが行われ得るものである。 

 

２ ギャンブル等依存症の現状 

令和２年度、独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターが多重債務、貧困、虐待、自殺、

犯罪等のギャンブル等依存症問題の実態把握をするため、基本法第 23 条に基づく初めての調

査を行った。同調査では、調査対象者の過去１年以内のギャンブル等の経験の評価結果から、

「ギャンブル等依存が疑われる者」の割合を、成人の 2.2％と推計している。なお、同調査に

おいては、新型コロナウイルス感染拡大予防の見地等から、過去の同様の調査とは調査方法を

変えており、過去の調査との比較は困難とされている。 

 

３ これまでの政府の取組 

基本法の成立・施行以前においても、政府においては、次のような取組を講じていた。 

・平成 28 年 12 月 「ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議」立ち上げ 

・平成 29 年 ３月 「ギャンブル等依存症対策の強化に関する論点整理」取りまとめ 

・平成 29 年 ８月 「ギャンブル等依存症対策の強化について」取りまとめ 

 その後、平成 30 年に基本法が成立・施行され、平成 31 年４月に平成 31 年基本計画を策定

し、これに基づいて各種取組を講じてきたところである。また、平成 31 年基本計画に基づく

これまでの取組については、基本法の規定に基づき、達成状況の調査及びその公表を行ってき

た。 

 

 

Ⅱ ギャンブル等依存症対策の基本理念等 

 

１ ギャンブル等依存症の発症、進行及び再発の各段階に応じた適切な措置と関係者の円滑な

日常生活及び社会生活への支援 

ギャンブル等依存症対策においては、ギャンブル等依存症の発症、進行及び再発の各段階に 
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応じた防止及び回復のための対策を適切に講ずるとともに、ギャンブル等依存症である者等及

びその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援することが基本法

の基本理念の一つとされている。 

 

２ 多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の関連問題に関する施策との有機的な連携への配慮 

ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、ギャンブル等依存症が多重債務、貧困、虐

待、自殺、犯罪等の問題に密接に関連することに鑑み、ギャンブル等依存症に関連して生ずる

これらの問題の根本的な解決に資するため、これらの問題に関する施策との有機的な連携が図

られるよう必要な配慮がなされることも、基本法の基本理念の一つとされている。 

 

３ アルコール、薬物等依存に関する施策との有機的な連携への配慮 

ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、例えば、医療提供体制の整備や相談支援に

おいて相互活用を図るなど、アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携

が図られるよう必要な配慮をすることとされている。 

 

 

Ⅲ ギャンブル等依存症対策推進基本計画の基本的事項 

 

１ 推進体制 

平成 30 年 10 月、基本法の施行に伴い、同法第 24 条に基づき、ギャンブル等依存症対策を

総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、内閣官房長官を本部長とし、関係する国務大臣を

本部員とするギャンブル等依存症対策推進本部（以下「本部」という。）を設置した。 

政府においては、本部をギャンブル等依存症対策の司令塔として位置付け、本部長のリーダ

ーシップの下、関係省庁が一体となって、基本計画案の作成及び実施をはじめとする必要な施

策を着実に推進していくものである。 

また、基本法第 32 条に基づき、本部には、ギャンブル等依存症である者等及びその家族を

代表する者、関係事業者並びにギャンブル等依存症問題に関し専門的知識を有する者をメンバ

ーとするギャンブル等依存症対策推進関係者会議（以下「関係者会議」という。）を設置して

いる。 

本部においては、基本計画の案を作成しようとするとき及び施策の実施状況の評価の結果を

取りまとめようとするときには、あらかじめ関係者会議の意見を聴き、施策を推進していくも

のである。 

 

２ 位置付けと基本計画の変更の検討 

基本計画は、政府が講ずるギャンブル等依存症対策の最も基本的な計画として位置付けられ

るものである。また、本基本計画は、基本法の規定を踏まえ、少なくとも３年ごとに検討が加

えられ、必要があると認めるときには変更しなければならない。 

 

３ 基本的な考え方 

（１）PDCA サイクルによる計画的な不断の取組の推進 

 ギャンブル等依存症対策の目標は、ギャンブル等依存症により不幸な状況に陥る人をなく

し、健全な社会を構築することであり、対策の実効性を最大限に確保するためには、徹底した

PDCA サイクルにより計画的な取組を推進することが重要である。 
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このため、基本計画に定める施策の目標については、適時に、その達成状況を調査し、基本

計画の進捗状況を把握するとともに、３年ごとに、ギャンブル等依存症問題の実態調査を行い、

この調査の結果及びギャンブル等依存症対策の効果に関する評価を踏まえて、基本法に基づく

依存症対策の対象も含め、基本計画の必要な見直しを不断に行うこととする。 

 

（２）多機関の連携・協力による総合的な取組の推進 

ギャンブル等依存症が、多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題に密接に関連すること

に鑑み、医療機関、精神保健福祉センター、保健所、消費生活センター、日本司法支援センタ

ーその他の関係機関、民間団体等は、相互に連携・協力しながら総合的にギャンブル等依存症

対策に関連する取組を進めていくことが重要である。 

このため、本基本計画においては、これらの連携協力体制の整備を図るために必要な施策を

講ずることとする。 

 

（３）重層的かつ多段階的な取組の推進 

ギャンブル等依存症対策については、ギャンブル等依存症の発症、進行及び再発の各段階に

応じた防止及び回復のための措置を適切に講ずる必要があり、重層的かつ多段階的な取組を推

進していくことが重要である。 

このため、本基本計画においては、教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた知識の普

及、ギャンブル等依存症の予防等に資する広告及び宣伝、入場の管理その他の関係事業者が行

う事業の実施、医療提供体制の整備、相談支援等の推進、社会復帰の支援など、様々なアプロ

ーチによる取組を推進していく。 

 

 

Ⅳ ギャンブル等依存症対策の推進に向けた施策について 

 

１ ギャンブル等依存症問題啓発週間の実施 

基本法第 10 条は、国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるた

め、５月 14 日から 20 日までを、ギャンブル等依存症問題啓発週間（以下「啓発週間」とい

う。）と定めている。 

国及び地方公共団体においては、啓発週間において積極的に広報活動などの事業を行ってい

くよう努めるとともに、関係事業者においても、積極的に啓発週間の趣旨にふさわしい活動を

実施するよう努めるものとする。 

 

２ 都道府県における推進計画の策定 

基本法第 13 条において、都道府県は、都道府県計画を策定するよう努めなければならない

とされている。 

本基本計画は、政府としての基本的な取組を定める計画であるが、地域におけるギャンブル

等依存症対策の着実な推進を図るためには、都道府県を中心とした地域としての一体的な取組

が重要である。 

都道府県計画については、令和３年９月末時点で 21 の道府県において既に策定されている。

このように都道府県を中心とした地域としての一体的な取組は一定程度進んでいるが、都道府

県計画の策定を終えていない地域もあるため、政府においては引き続き、全都道府県が速やか

に都道府県計画を策定するよう促すこととする。 
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都道府県においては、本基本計画を基本としつつ、当該都道府県の実情に即した都道府県

計画を策定するよう努めるとともに、都道府県アルコール健康障害対策推進計画その他の関

連する事項を定める計画と調和を保った上で、策定する必要がある。  
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Ⅲ 依存症対策の基盤整備・ 様々な支援： 基本法第 16～21条関係 
 

第１  各地域の包括的な連携協力体制の構築及び包括的な支援の実現【 内閣官房・ 厚生労働

省・ 消費者庁・ 警察庁・ 金融庁・ 総務省・ 法務省・ 文部科学省・ 農林水産省・ 経済産業省・

国土交通省】： 基本法第 20 条関係 
 
【 目標と具体的取組】  
  都道府県等において、 地域の関係機関が参画する包括的な連携協力体制の構築及び包

括的な支援をより 一層推進するため、 以下の取組を実施。  
 〇 厚生労働省は、 令和４ 年度中に、 特に連携会議が未設置の都道府県・ 政令指定都市

に対して通知を発出し 、 精神保健福祉センター等が連携会議を開催するよう 依頼。  
 〇 関係省庁は、 令和４ 年度中に、 関係機関に通知を発出し 、 関係事業者は、 連携協力

体制に積極的に参画。  
 〇 内閣官房は、 令和５ 年度中を目途に各地域のギャンブル等依存症対策に関する調査

を実施。  
 〇 厚生労働省は、 上記の内閣官房における調査を踏まえ、 現在の支援体制の有効性に

係る検討に着手すると ともに、「 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」 の推進

による市町村における地域精神保健の充実等の具体化に着手。  
 
（ １ ） 平成 31 年基本計画において取り 組むべき施策と して掲げた事項 
   平成 31 年基本計画策定以前においても各機関において個別に連携に向けた取組を講じ

ていたが、関係機関が包括的に連携する体制が構築されていなかったため、基本法第 20

条の規定を踏まえ、平成 31 年基本計画においては、各地域における包括的な連携協力体

制を構築するために以下の取組を実施することとした。 

  ○ 厚生労働省は、令和元年度中に、都道府県・政令指定都市に対して通知を発出し、精

神保健福祉センター等が連携会議を開催するよう依頼し、毎年度、その状況を検証。 

  ○ 関係省庁は、令和元年度中に、関係機関に通知を発出し、連携協力体制に参画し、そ

の強化を図るよう指示。 

  ※ 主な関係機関 

    依存症専門医療機関やその他の医療機関、精神保健福祉センター、保健所、財務局等・

地方公共団体の多重債務相談担当課、消費生活センター、日本司法支援センター、司法

書士会等、矯正施設、保護観察所、市区町村、教育委員会、生活困窮者自立相談支援事

業を行う機関、地域自殺対策推進センター、児童相談所、産業保健総合支援センター、

福祉事務所、発達障害者支援センター、警察、健康保険関係団体、自助グループ・民間

団体、関係事業者等。 

 
（ ２ ） これまでの実施状況とその評価及び今後の取組内容 
   （１）で掲げた取組についてこれまで次のとおり実施した。 

  〇 厚生労働省は、関係機関間の連携協力体制を構築するため、都道府県・政令指定都市
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等に対し、精神保健福祉センター等において、地域の実情等を踏まえて、関係機関を構

成員に含めた連携会議を開始するよう令和元年度に依頼。 

  〇 関係省庁は関係機関に対し各地域の包括的な連携協力体制に参画し、情報や課題の共

有、最新の知見の収集等を図り、それぞれの依存症対策への活用を検討するよう、令和

元年度に通知を発出。 

   これらの取組のほか、各省庁における関係機関に対する働きかけが行われており、平成

31年基本計画に掲げた目標を達成している。加えて、令和３年９月末時点で 35 の連携会

議が都道府県及び政令指定都市で設置されていることからも、各地域における包括的な連

携協力体制の構築が進んでいると評価できる。 

   一方で、連携会議が未設置の都道府県及び政令指定都市があること、関係者会議におい

て関係機関間の連携の充実に係る意見があったことも踏まえ、各地域の包括的な連携協力

体制への更なる参画等による、より一層の連携が必要である。加えて、個別の支援の段階

において十分な連携協力が実施されているかについては、地域ごとにばらつきが見られる

ことから、各地域の個別の支援の段階における連携協力を後押しするとともに、特に、支

援の枠組みに一度つながったものの当該枠組みから離れてしまった層等に対して地域を

挙げた包括的な支援を行う必要がある。 

   そのため、以下に掲げる取組の総合的な推進を通じ、包括的な支援を実現する。 

 

  〇 包括的な連携協力体制の構築に向けた取組 

   ① 厚生労働省は特に連携会議が未設置の都道府県及び政令指定都市に対し、令和４年

度中に改めて通知を発出し、上記関係機関間の連携協力体制を構築するため、都道府

県及び政令指定都市が指定する機関（精神保健福祉センター等）において、地域の実

情等を踏まえて、上記関係機関を構成員に含めた連携会議の開催を促進。 

 

   ② 関係省庁は関係機関に対し、令和４年度中に改めて通知を発出し、各地域の包括的

な連携協力体制に積極的に参画し、情報や課題の共有、最新の知見の収集等を図り、

それぞれの依存症対策への活用の検討を促進。 

 

 （関係省庁と通知先の関係機関の対応） 

関係省庁 通知先の関係機関 

農林水産省 競馬主催者等 

経済産業省 競輪及びオートレースの各施行者 

国土交通省 モーターボート競走の各施行者 

警察庁 ぱちんこの業界団体、都道府県警察 

金融庁 財務局等・地方公共団体の多重債務担当課 

消費者庁 各消費生活センター 

法務省 日本司法支援センター、矯正施設、保護観察所、日本司法書士会連合会 

文部科学省 各都道府県等の教育委員会 
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   ③ 関係事業者において、各地域の包括的な連携協力体制へ積極的に参画し、情報や課

題の共有、最新の知見の収集を図り、各種依存症対策への活用の検討を実施。 

 

  〇 個別の支援の段階における連携協力の推進に係る取組 

   ④ 内閣官房において、地域におけるギャンブル等依存症対策の発展及び厚生労働省に

おける支援体制の検討に資するよう、令和５年度中を目途に各地域のギャンブル等依

存症対策に関する調査を実施。 

 

   ⑤ 厚生労働省において、以下の取組を推進。 

   ・相談拠点、依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関等は、支援における連携協力

の基盤となることから、未整備の都道府県及び政令指定都市における整備の推進。 

   ・依存症専門医療機関は、関係機関等との連携が図られることがその選定基準として明

示されていること等を踏まえ、既に依存症専門医療機関が整備されている都道府県及

び政令指定都市においても、複数の医療機関が依存症専門医療機関として選定される

よう促し、医療提供体制の強化を推進。 

   ・依存症対策全国センターにおける研修をはじめとする各種研修等において、各地域で

の連携協力の具体的な方法の検討に資するよう、地域における支援段階での連携協力

に関する先進的な事例を紹介。 

   ・「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」報告書に基づき、

ギャンブル等依存症をはじめとする依存症を含む精神障害を有する者等を重層的な

連携により支援する「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進し、

市町村における地域精神保健の充実等の具体化に着手。 

   ・上記④の内閣官房における調査を踏まえ、現在の支援体制の有効性に係る検討に着手。 

 

   ⑥ 関係省庁等において、ギャンブル等依存症である者等が多重債務問題等を契機に関

係する相談機関につながった際に、ギャンブル等依存症問題への対応として、地域の

関係機関につなげられるよう、以下の取組を実施。 

   ・消費者庁及び金融庁において、治療等のための機関の紹介や関係機関の連絡先一覧の

記載がある「ギャンブル等依存症が疑われる方やそのご家族からの多重債務問題に係

る相談への対応に際してのマニュアル」（以下「対応マニュアル」という。）を必要に

応じて改訂するとともに、対応マニュアルも活用した消費生活相談員及び多重債務相

談員向けの研修等を引き続き実施。 

   ・日本司法書士連合会において、ギャンブル等依存症問題を含む多重債務に関する研修

会を開催するとともに、各司法書士会に対しても、上記研修会等に倣った積極的な取

組を依頼。 

   ・日本司法支援センターにおいて、職員向けの研修等を活用して相談体制を強化。 

 

   ⑦ 総務省は、各府省行政苦情相談連絡協議会等において、総務省の行政相談の取組状

況を共有するとともに、関係機関における情報提供例を紹介。 
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     また、総務省行政相談センター（管区行政評価局、行政評価事務所及び行政監視行

政相談センター）において、各府省の取組に関するポスターの掲示、パンフレット、

リーフレット等の提供を行うほか、同センターにおいて国民からの照会に対し、関連

する施設や関係機関を紹介。  
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第２  都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画の策定促進【 内閣官房】  
 

【 目標と具体的取組】  
  内閣官房は以下の取組を推進。  
〇 関係省庁の協力を得て、 都道府県計画の策定及び変更を支援。  
〇 令和５ 年度を目途に各地域のギャンブル等依存症対策に関する調査を実施。  

 

（ １ ） 平成 31 年基本計画において取り 組むべき施策と して掲げた事項 
   地域におけるギャンブル等依存症対策の推進を図るためには、都道府県を中心とした、

地域としての一体的な取組が必要であり、また、基本法第 13 条において都道府県は、基

本計画を基本とするとともに、当該都道府県の実情に即した都道府県計画を策定するよう

努めなければならないとされている。これらのことから、平成 31 年基本計画において、

内閣官房は、全都道府県が速やかに都道府県計画を策定するよう、関係省庁の協力を得て、

都道府県を対象とした説明会の実施等により、都道府県計画の策定を支援することとした。 

   また、令和２年度以降、毎年度、都道府県計画の策定状況を取りまとめ、本部に報告す

ることとした。 

 

（ ２ ） これまでの実施状況とその評価及び今後の取組内容 
   内閣官房において、都道府県を対象とした説明会の実施をはじめとする都道府県計画の

策定支援を行い、また、令和２年度までの都道府県計画の策定状況について本部に報告を

行った。これらの取組が実施されていることから、平成 31 年基本計画において設定した

目標を達成していると言える。加えて、令和３年９月末時点で 21 の道府県において都道

府県計画が策定されていることからも、地域におけるギャンブル等依存症対策の総合的か

つ計画的な取組が進んだと評価できる。 

   一方で、都道府県計画の策定時期未定の県もあることから、各都道府県の地域の実情を

把握しながら、全ての都道府県において速やかに都道府県計画が策定されるよう、引き続

き支援していくことが必要である。 

   したがって、内閣官房は以下の取組を行う。 

  〇 全都道府県が速やかに都道府県計画を策定するよう、関係省庁の協力を得て、都道府

県を対象とした説明の実施等により、引き続き都道府県計画の策定を支援。また、既に

都道府県計画を策定済みの都道府県に対しては、都道府県計画が基本法上、少なくとも

３年ごとに検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよう努めなけれ

ばならないとされていることから、都道府県計画の変更に係る検討を行う都道府県に対

して、会議の参加等を通じた都道府県計画の変更を支援。 

  〇 地域におけるギャンブル等依存症対策の発展等に資するよう、令和５年度中を目途に

各地域のギャンブル等依存症対策に関する調査を実施。  
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第３  相談支援・ 治療支援： 基本法第 16・ 17 条関係 
 
１ 都道府県・政令指定都市における相談体制の充実【厚生労働省・総務省】 

 
【 目標と具体的取組】  

厚生労働省は、 以下の取組を推進。  
〇 都道府県等の実施する相談の取組に対する財政支援を実施。  
〇 相談対応に従事する者の技術をより 一層向上させるための研修を実施。  
〇 相談機関と関係機関の連携を含むギャンブル等依存症対策の連携協力の促進。  

 
（ １ ） 平成 31 年基本計画において取り 組むべき施策と して掲げた事項 
   平成 31 年基本計画策定以前においても、厚生労働省は、ギャンブル等依存症である者

等からの相談における相談体制を更に充実するため、「依存症対策総合支援事業の実施に

ついて」（平成 29 年６月 13 日付け障発 0613 第２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉

部長通知）を発出し、各都道府県及び政令指定都市において依存症相談員を配置して相談

支援等を実施する相談拠点の整備を進めていた。また、依存症対策全国センターにおける

全国会議の開催等を通じて相談支援等を実施する相談拠点の整備を進めるとともに、相談

拠点が整備された都道府県及び政令指定都市を依存症対策全国センターのポータルサイ

トに掲載し、広く周知をしていた。 

   一方で、一部の都道府県及び政令指定都市において相談拠点の設置が遅れているため、

全ての都道府県及び政令指定都市では相談拠点を整備できておらず、また、全国の相談拠

点等が掲載されている依存症対策全国センターのポータルサイトが広く国民に認知され

ていなかった。 

   そのため、平成 31 年基本計画において、厚生労働省は以下の取組を実施することとし

た。 

  〇 令和２年度中を目途に、全都道府県・政令指定都市に相談拠点の整備を目指すととも

に、依存症対策全国センターにおいて全国会議を開催し、相談拠点の好事例を展開。 

  〇 令和元年度に、依存症対策全国センターのポータルサイトの認知度を上げるための取

組を実施。 

  〇 都道府県等におけるギャンブル等依存症対策の連携協力体制の構築を通じて、ギャン

ブル等依存症である者等やその家族等の早期発見・早期介入・早期支援を促進。 

 

（ ２ ） これまでの実施状況とその評価及び今後の取組内容 
   依存症対策全国センター等において、相談業務従事者を対象としたギャンブル等依存症

対策の専門研修を実施し、厚生労働省において、相談拠点を未整備の都道府県及び政令指

定都市に対して設置の要請をするなどした結果、令和３年９月末時点において 65 の都道

府県及び政令指定都市で相談拠点が整備された。また、依存症対策全国センターにおいて、

相談員等を養成するための研修を実施するともに、都道府県等依存症専門医療機関／相談

員等合同全国会議を開催し、相談から治療・回復支援に至る地域連携の取組事例について、
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情報共有を図った。相談拠点の整備については、平成 31年基本計画に掲げた全都道府県・

政令指定都市における整備には至っていないものの、確実に全国的な整備が進んでいると

評価できる。 

   依存症対策全国センターのポータルサイトの認知度向上については、普及啓発事業や、

各種会議、講演会、研修等において同サイトを紹介し、周知に努めた。また、都道府県等

が連携協力体制の構築やその強化に必要な取組を実施する場合の補助を行っており、都道

府県等における連携会議の設置が進んでいる。 

   精神保健福祉センターにおけるギャンブル等依存症に関する相談件数は、平成 30 年度

5,520 件、令和元年度 5,987 件、令和 2年度 6,413 件（衛生行政報告例）と年々増加して

おり、相談拠点の明示、啓発、連携強化などの取組の成果であると考えられ、上記の平成

31 年基本計画に掲げた取組の実施により、ギャンブル等依存症である者等やその家族等

の早期発見・早期介入・早期支援の強化が進んでいるものと評価できる。 

   今後も引き続き、都道府県及び政令指定都市の相談拠点における相談や、相談拠点以外

での相談の取組を促進するとともに、研修等により相談対応に従事する者の技術向上を図

る必要がある。また、都道府県等におけるギャンブル等依存症対策の連携協力の促進を通

じて、ギャンブル等依存症である者等やその家族等の早期発見・早期介入・早期支援を引

き続き進める必要がある。 

   したがって、厚生労働省は、以下の取組を実施する。 

  〇 都道府県及び政令指定都市による相談拠点における相談や、相談拠点以外での相談の

取組を促進するため、都道府県及び政令指定都市が実施する相談の取組に対する財政支

援を実施。 

  〇 相談対応に従事する者の技術をより一層向上させるため、依存症対策全国センターに

おいて依存症相談対応指導者養成研修を実施。 

  〇 ギャンブル等依存症である者等やその家族等の早期発見・早期介入・早期支援を進め

るため、引き続き、相談窓口の周知の取組や、関係機関から相談機関へつなぐなど、都

道府県等におけるギャンブル等依存症対策の普及啓発及び連携協力を促進。 

 

   総務省は、依存症対策地域支援事業の地方負担について、同事業の実施状況等を踏まえ

つつ、引き続き適切に地方交付税措置を講ずる。  
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２ ギャンブル等依存症である者等の家族に対する支援の強化【厚生労働省・消費者庁・警察

庁・金融庁・総務省・法務省・文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省】 
 
【 目標と具体的取組】  
  家族への支援を実施するため、 以下の取組を実施。  
〇 厚生労働省は、 都道府県・ 政令指定都市による相談事業の充実の支援や地域や全国

規模で活動する自助グループなどの民間団体の取組の支援等を通じて、 家族に対する

相談・ 回復支援等を強化。  
〇 家族申告によるアクセス制限を申請した家族を相談・ 治療機関につなげるといった

取組を適切に実施するため、 関係省庁は各地域の包括的な連携協力体制の構築を促進｡ 
 
（ １ ） 平成 31 年基本計画において取り 組むべき施策と して掲げた事項 
   平成 31 年基本計画策定以前においてもギャンブル等依存症である者等の家族を支援す

るための取組として、例えば関係事業者による家族申告によるアクセス制限の運用の一部

開始や、厚生労働省及び総務省による相談拠点、依存症専門医療機関及び依存症治療拠点

機関の整備促進や民間団体への活動支援を行っていた。 

   しかし、家族に対してギャンブル等依存症に関する正しい知識や理解が浸透していない

場合もあり、家族申告によるアクセス制限をはじめとする各種取組や相談窓口等が家族に

十分に認知されていない点や、関係機関の連携による家族支援を十分にできていない点が

課題であった。 

   そのため、平成 31 年基本計画においては、ギャンブル等依存症である者等の家族への

支援を強化するために以下の取組を実施することとした。 

  〇 関係事業者は、家族申告によるアクセス制限等を家族に周知徹底。家族を相談・治療

機関に着実につなげられるよう、各地域の包括的な連携協力体制に参画。 

  〇 厚生労働省及び総務省において、令和２年度中を目途に全都道府県・政令指定都市に

相談拠点等を整備するとともに、自助グループをはじめとする民間団体が行う活動を支

援する事業の活用を促進するなどにより、家族に対する相談・回復支援等を強化。 

  〇 消費者庁において、借金の肩代わりは禁物であることなどの家族が気を付けるべきポ

イントを明記した地方公共団体向けの啓発用資料の活用を促進するなど、家族に対する

予防教育・普及啓発を強化。 

  〇 家族申告によるアクセス制限を申請した家族を相談・治療機関につなげるなどの取組

を実施するため、各地域の包括的な連携協力体制を構築。 

 
（ ２ ） これまでの実施状況とその評価及び今後の取組内容 
   （１）で掲げた施策について、これまでに次のとおり実施した。 

  〇 関係事業者の取組 

  ・関係事業者は、本人・家族申告によるアクセス制限制度について、インターネットや SNS

等の活用により周知を強化。 

  ・各地域の包括的な連携会議をはじめとする都道府県等が開催する会議に参画。 
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  ・ぱちんこ業界は本人同意のない家族申告プログラムによる入店制限の導入拡大を推進。 

 

  〇 厚生労働省をはじめとする関係省庁による家族に対する相談・回復支援等の強化 

  ・厚生労働省は、令和２年度中を目途に、全都道府県・政令指定都市に相談拠点等を整備

するため、未整備の都道府県及び政令指定都市へ設置及び選定を要請。 

  ・厚生労働省は、自助グループなどの民間団体が行うミーティングなどの活動を支援する

事業を引き続き実施したほか、都道府県等を通じて、依存症対策総合支援事業を活用し、

家族を支援するための家族教室等を実施。 

  ・関係省庁は、ギャンブル等依存症が疑われる方やそのご家族向けの注意事項や相談窓口

等を紹介する資料を作成、周知。 

 

  〇 関係省庁による家族に対する予防教育・普及啓発の強化 

  ・厚生労働省は、特設ページの開設や SNS 等を活用した普及啓発をはじめとする普及啓発

活動を実施。 

  ・消費者庁は、消費者庁ウェブサイト内の特設ページ等を改訂・SNS 等の手段を活用し、

同ページの閲覧を促進。また、家族が気を付けるべきポイントを明記した地方公共団体向

けの啓発用資料の活用を促進するなどして家族に対する予防教育・普及啓発に努めたほか、

本人向け啓発用資料とは別に、家族向け資料「御家族の皆様も、的確な対応のために必要

な環境へとつながることが必要です」を作成。 

  ・文部科学省は、毎年開催した「依存症予防教室」事業において、各地域におけるギャン

ブル等依存症を含む依存症予防に資するため、保護者や地域住民等に向けた啓発講座を実

施。また、毎年「依存症予防教室」の事業の成果を取組事例集として取りまとめて、ホー

ムページに掲載することで周知。 

 

  〇 各地域の包括的な連携協力体制の構築 

  ・厚生労働省は、「ギャンブル等依存症対策における各地域の包括的な連携協力体制の構

築について」（令和元年９月 17 日付け、障発 0917 第４号厚生労働省社会・援護局障害保

健福祉部長通知）を都道府県知事及び指定都市市長宛てに発出。 

  ・関係省庁は、各省庁の都道府県・政令指定都市の所管部局や所管団体等に対し、各地域

の包括的な連携協力体制に参画し、情報や課題の共有、最新の知見の収集等を図り、それ

ぞれの依存症対策への活用を検討するよう、通知を発出。 

 

   このように平成 31 年基本計画に定めた取組の多くが実施されたことにより、ギャンブ

ル等依存症である者等の家族への支援の強化が進んだと評価できる。 

   一方で、家族への支援の実施は今後も重要であることから、関係省庁は引き続き、ギャ

ンブル等依存症である者等の家族への支援を進める必要がある。 

   したがって、関係省庁及び関係事業者において、以下の取組を行う。 

  〇 厚生労働省及び総務省は、都道府県及び政令指定都市による相談事業の充実を支援す

るとともに、引き続き、地域や全国規模で活動する自助グループなどの民間団体の取組
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の支援を行うことにより、家族に対する相談・回復支援等を推進。 

  〇 消費者庁は、消費者庁ウェブサイト内の特設ページ等を必要に応じ更新し、ギャンブ

ル等依存症である者等の家族への支援に係る情報を含め、引き続き関連情報の提供を実

施。 

  〇 金融庁は、消費者庁とも連携しつつ、ギャンブル等依存症である者等の家族への支援

に係る情報を含め、引き続き関連情報の提供を実施。 

  〇 文部科学省は、ギャンブル等依存症を含む依存症予防に資するため、全国各地域で、

「依存症予防教室」を実施。 

  〇 司法書士連合会は司法書士に対し、また、日本司法支援センターは日本司法支援セン

ター職員に対してギャンブル等依存症である者等の家族への対応に関する理解・認識を

促進する取組を引き続き実施。 

  ◯ 関係事業者は、本人・家族申告によるアクセス制限などの取組や公営競技カウンセリ

ングセンター、支援センター、アドバイザー等による家族に対する周知の強化を実施。 

  〇 家族申告によるアクセス制限を申請した家族を相談・治療機関につなげるといった取

組を適切に実施するため、関係省庁は、関係機関に対する通知の発出を通じて地域の関

係機関が参加する包括的な連携協力体制の構築をより一層促進。  
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４ 消費生活相談への的確な対応の確保に向けた地方公共団体に対する支援【消費者庁】 

 
【 目標と具体的取組】  
〇 消費者庁は、消費生活相談への的確な対応が確保されるよう 、対応マニュアルを金融

庁と共に必要に応じて改訂するとと もに、消費生活相談体制の整備や研修等により 地方

公共団体に対する支援を実施。  
〇 国民生活センターは、 ギャンブル等依存症に関わる消費生活相談への対応について、

消費生活相談員向けの研修等により 相談対応の実務への定着を促進。  

 
（ １ ） 平成 31 年基本計画において取り 組むべき施策と して掲げた事項 
   平成 31 年基本計画策定以前においても、消費者庁は、多重債務者への相談対応を含め、

消費生活センターの設置促進、消費生活相談員の増加等により地域における消費生活相談

体制の整備を支援してきた。また、対応マニュアルを金融庁と共同で作成・公表し、国民

生活センターが実施する消費生活相談員向け研修においてギャンブル等依存症対策に関

する講義を行い、消費生活相談員の研修への参加を支援してきた。 

   一方で、基本法においては、ギャンブル等依存症への対策を講ずるに当たり、アルコー

ル等に対する依存に関する施策との有機的な連携が求められたが、基本法施行以前に作成

していた対応マニュアルにはそうした内容は含まれていなかった。 

   そのため、平成 31 年基本計画においては、基本法の施行などの状況変化を踏まえて必

要に応じ対応マニュアルを改訂するとともに、消費者庁職員等が講師となり、国民生活セ

ンターがギャンブル等依存症対策に関する講義を含む研修を実施し、研修への参加を支援

することとした。あわせて、平成 31 年基本計画の対象期間中をかけて、地方消費者行政

の体制整備、消費者安全確保地域協議会の設置等を支援することとした。 

 

（ ２ ） これまでの実施状況とその評価及び今後の取組内容 
   令和２年３月、金融庁と共に対応マニュアルを改訂し、アルコール等に対する依存が疑

われる場合の関係機関との連携について内容に含めるとともに、消費生活相談員の相談対

応のイメージを付録として加えるなど、マニュアルの内容を充実させたほか、改訂した対

応マニュアルを用いて、国民生活センターが行う研修において消費者庁職員が講師となり

講義を行った。また、平成 31 年基本計画の対象期間中にかけて、地方消費者行政強化交

付金を通じ、地方消費者行政の体制整備や消費者安全確保地域協議会の設置、国民生活セ

ンターの行う研修への参加に係る支援を行った。 

   平成 31 年基本計画に定められた消費生活相談への的確な対応の確保に向けた地方公共

団体に対する支援については、対応マニュアルの改訂と研修による相談実務への定着、及

び地方消費者行政強化交付金を通じた地方公共団体の体制強化の支援等を通じて着実に

推進されたと評価できる。 

   消費者庁は、引き続き消費生活相談への的確な対応が確保されるよう、必要に応じて金

融庁と共に対応マニュアルを改訂するとともに、消費生活相談体制の整備や研修等により

地方公共団体に対する支援を行う。国民生活センターは、ギャンブル等依存症に関わる消
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費生活相談への対応について、引き続き消費生活相談員向けの研修等を通じて相談対応の

実務への定着の促進を図る。  
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７ 日本司法支援センターにおける多重債務者等に対する適切な情報提供の推進【法務省】 

 
【 目標と具体的取組】  
  日本司法支援センターは、多重債務者等に対する適切な情報提供のため、以下の取組を

推進。  
 ○ 多重債務問題を含む法的問題を抱えた方に対し 、問合せ内容に応じた適切な法制度や

相談窓口に関する情報を提供するため、 職員向けの研修等を活用して相談体制を強化。 
○ 各地域の包括的な連携協力体制への参画を促進。  

 

（ １ ） 平成 31 年基本計画において取り 組むべき施策と して掲げた事項 
   平成 31 年基本計画策定以前においても、日本司法支援センターは、多重債務問題を含

む法的問題を抱えた方に対し、問合せ内容に応じた適切な法制度や相談窓口に関する情報

を提供する取組を講じていた。 

   一方で、ギャンブル等依存症を背景とする多重債務問題等にも適切に対応するため、日

本司法支援センターにおいて、支援を必要とする方やその家族等に対し、適切な相談窓口

等を紹介できるようにする必要があった。 

   そのため、平成 31 年基本計画においては、以下の取組を実施することとした。 

  ○ ギャンブル等依存症の特性等についての説明を含む職員用の対応マニュアルを作成・

配布するなどして、職員のギャンブル等依存症に関する理解・認識の徹底。 

  ○ 各地域の包括的な連携協力体制への参画等を通じた関係機関との連携に着手し、随

時、ギャンブル等依存症に対応する各種支援機関・団体及びその支援内容に関する情報

を収集・整理。 

 

（ ２ ） これまでの実施状況とその評価及び今後の取組内容 
   多重債務問題を含む法的問題を抱えた方に対し、問合せ内容に応じた適切な法制度や相

談窓口に関する情報を提供するための職員用の対応マニュアルを活用した研修等を実施

するとともに、各地域の包括的な連携協力体制への参画がされており、平成 31 年基本計

画に掲げた目標を達成している。 

   これらの取組が実施されていることから、支援を必要とする方やその家族等からの問合

せに対し、日本司法支援センターにおいて適切な相談窓口等の紹介をできるようにする取

組が進んだものと評価できる。 

   日本司法支援センターは、多重債務問題を含む法的問題を抱えた方に対し、問合せ内容

に応じた適切な法制度や相談窓口に関する情報を提供するため、職員向けの研修等を活用

して相談体制を強化するとともに、各地域の包括的な連携協力体制への参画について、引

き続き促進を図る。  
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８ 全都道府県・政令指定都市における依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の早期整

備を含む精神科医療の充実【厚生労働省・総務省】 

 

【 目標と具体的取組】  
  厚生労働省は、 以下の取組を推進。  
〇 令和５ 年度中を目途に、 全都道府県・ 政令指定都市において依存症専門医療機関及び

依存症治療拠点機関を整備。  
〇 １ つの都道府県及び政令指定都市における複数の専門医療機関の整備を促進。  
〇 専門医療機関及び治療拠点機関に従事する医師や、コメ ディ カルをはじめとするその

他の医療従事者を対象に依存症の専門的医療に関する研修等を実施。  
〇 都道府県等におけるギャンブル等依存症対策の連携協力の促進。  

 
（ １ ） 平成 31 年基本計画において取り 組むべき施策と して掲げた事項 
   平成 31 年基本計画策定以前においても、厚生労働省は、ギャンブル等依存症である者

等が地域で必要な医療を受けられるよう、「依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関

の整備について」（平成 29 年６月 13日付け障発 0613 第４号厚生労働省社会・援護局障害

保健福祉部長通知）により、専門的な医療を提供する依存症専門医療機関及び研修や情報

発信等を行う依存症治療拠点機関（以下「専門医療機関等」という。）の整備を進めてい

た。また、依存症対策全国センターにおける全国会議の開催を通じて専門医療機関等の整

備を進めるとともに、専門医療機関等の選定を行った都道府県及び政令指定都市を依存症

対策全国センターのポータルサイトに掲載し、広く周知をしていた。加えて、都道府県等

において、医療機関と民間団体との連携体制を構築し、医療機関の効果的な支援の在り方

について知見を収集するため、受診後の患者支援に係るモデル事業を実施していた。 

   一方で、一部の都道府県及び政令指定都市において専門医療機関等の選定が遅れている

ため、全ての都道府県及び政令指定都市では専門医療機関等を整備できておらず、また、

全国の専門医療機関等が掲載されている依存症対策全国センターのポータルサイトが広

く国民に認知されていなかった。 

   そのため、平成 31 年基本計画において、厚生労働省は以下の取組を実施することとし

た。 

  〇 令和２年度までを目途に、全都道府県・政令指定都市において、専門医療機関等を整

備。 

  〇 令和元年度に、依存症対策全国センターにおける治療等の指導者養成研修を地方でも

開催するとともに、全国会議を開催し、専門医療機関等の好事例を展開。 

  〇 令和元年度に、依存症対策全国センターのポータルサイトの認知度を上げるための取

組を実施。 

  〇 都道府県及び政令指定都市におけるギャンブル等依存症対策の連携協力体制の構築

を通じて、ギャンブル等依存症である者等やその家族等の早期発見・早期介入・早期支

援を促進。 

  〇 都道府県等において、受診後の患者支援に係るモデル事業を実施。 
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   そのほか、ギャンブル等依存症に対する専門的な医療の確立・普及の必要性があったこ

とから、ギャンブル等依存症に対する専門的な医療の確立に向け、厚生労働省は以下の取

組を実施することとした。 

  〇 認知行動療法に基づくワークブックを使用したギャンブル等依存症の標準的な治療

プログラムの有効性の検証や標準的な治療プログラムの普及及び均てん化を図るため、

令元年度中に調査研究に着手。 

  〇 ギャンブル等依存症に対する専門的な医療について、適切な診療報酬の在り方を検

討。 

 

（ ２ ） これまでの実施状況とその評価及び今後の取組内容 
   依存症対策全国センター等において、医療機関従事者を対象としたギャンブル等依存症

対策の専門研修を実施し、厚生労働省において、専門医療機関等を未選定の都道府県及び

政令指定都市に対して選定の要請をするなどした結果、令和３年９月末時点において、依

存症専門医療機関については 52、依存症治療拠点機関については 41 の都道府県及び政令

指定都市で整備された。また、依存症対策全国センターにおいて、専門医療機関等の医療

関係者を養成するための研修を実施するともに、都道府県等依存症専門医療機関／相談員

等合同全国会議を開催し、相談から治療・回復支援に至る専門医療機関の取組事例につい

て、情報共有を図った。専門医療機関等の整備については、平成 31 年基本計画に掲げた

全都道府県・政令指定都市における整備には至っていないものの、確実に全国的な整備が

進んでいると評価できる。 

   依存症対策全国センターのポータルサイトの認知度向上については、普及啓発事業や、

各種会議、講演会、研修等において同サイトを紹介し、周知に努めた。また、都道府県等

が連携協力体制の構築やその強化に必要な取組を実施する場合の補助を行っており、都道

府県等における連携会議の設置が進んでいる。さらに、令和元年度から令和３年度におい

ても受診後の患者支援に係るモデル事業を実施した。 

   NDB（レセプト情報・特定検診等情報データベース）を基にしたデータ（厚生労働行政

推進調査事業「持続可能で良質かつ適切な精神医療とモニタリング体制の確保に関する研

究 2021」）によると、精神科病棟におけるギャンブル等依存症の外来患者数は、2017 年

度 2,246 人、2018 年度 2,839 人、2019 年度 3,527 人、と年々増加しており、精神科医療

につながっていなかった患者が精神科病院を受診する事例が増加している傾向がみられ

る。以上のことから、平成 31 年基本計画に掲げた取組の実施により、ギャンブル等依存

症である者等やその家族等の早期発見・早期介入・早期支援の強化が進んでいるものと評

価できる。 

   加えて、調査研究に関しては令和元年度から厚生労働科学研究「ギャンブル等依存症の

治療・家族支援に関する研究」に着手しており、また、診療報酬に関してはギャンブル等

依存症に対する治療法に係る評価について検討し、その結果、ギャンブル等依存症に係る

専門的な治療である「ギャンブル障害の標準的治療プログラム」が令和２年度診療報酬改

定において保険適用の対象となっている。これらのことから、平成 31 年基本計画に定め

た取組が実施されたと評価できる。今後も引き続き、都道府県及び政令指定都市による専
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門医療機関等の選定の促進をはじめとする治療支援の取組を進める必要がある。 

   したがって、厚生労働省は以下の取組を推進する。 

  〇 令和５年度中を目途に、全都道府県・政令指定都市において専門医療機関等を整備。 

  ○ 既に専門医療機関等を整備した都道府県及び政令指定都市においても、複数の医療機  

関が依存症専門医療機関として選定されるよう促し、医療提供体制の強化を推進。 

  〇 専門医療機関等に従事する医師の技術向上や、ギャンブル等依存症である者等の支援

ができるコメディカルの養成を中心としたその他の医療従事者の治療支援に係る技術

向上を図るため、引き続き依存症対策全国センターにおいて、専門医療機関等の医療関

係者を養成するための研修を実施するともに、令和元年度から令和３年度まで実施され

た「ギャンブル等依存症の治療・家族支援に関する研究」における成果を踏まえつつ、

ギャンブル等依存症の標準的治療プログラムの普及を促進。 

  〇 ギャンブル等依存症である者等やその家族等の早期発見・早期介入・早期支援を進め

るため、引き続き、都道府県等におけるギャンブル等依存症対策の連携協力を促進。 

 

   総務省は、依存症対策地域支援事業の地方負担について、同事業の実施状況等を踏まえ

つつ、引き続き適切に地方交付税措置を講ずる。  
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Ⅳ 調査研究・ 実態調査： 基本法第 22 条・ 23 条関係 

 

１ 精神保健医療におけるギャンブル等依存症問題の実態把握【厚生労働省】 

 
【 目標と具体的取組】  
  厚生労働省は、依存症に係る相談、治療及び回復の実態やギャンブル等依存症の疑われ

る者の状況について、 精神保健医療の領域における調査を実施。  
 
（ １ ） 平成 31 年基本計画において取り 組むべき施策と して掲げた事項 
   平成 31 年基本計画策定以前においても、ギャンブル等依存症の実態把握に係る取組と

して、例えば、平成 29 年度に AMED（国立研究開発法人日本医療研究開発機構）において

国内のギャンブル等依存症についての疫学調査を実施するなどしていた。 

   一方で、平成 30 年 10 月に施行された基本法の第 23 条においては「３年ごとの実態把

握」が求められていることから、平成 31 年基本計画においては、ギャンブル等依存が疑

われる者や多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等といったギャンブル等依存症問題の実態

調査を行うこととされた。 

 

（ ２ ） これまでの実施状況とその評価及び今後の取組内容 
   令和２年度に国立病院機構久里浜医療センターが実施した住民調査では、全国 300 地

点の住民基本台帳から無作為に対象者を抽出し、調査対象者への調査票等の郵送によるア

ンケート調査を実施した。なお、回答方式は郵送回答・Web 回答を調査対象者が任意に選

択できる形式として実施した。調査対象者数は 17,955 名であり、ギャンブル等依存に関

する調査項目（SOGS）をその内容に含む「ギャンブル等依存および関連する問題について

の全国住民調査（調査 A）」における有効回答数は 8,223 名（有効回答率 45.8％）であっ

た。過去１年以内のギャンブル等の経験等について評価を行い、「ギャンブル等依存が疑

われる者」の割合を、成人の 2.2％（95％信頼区間：1.9～2.5％）と推計した。上記実態

調査の実施により、その時点におけるギャンブル等依存症問題の実態把握が進んだものと

評価できる。 

   厚生労働省は、ギャンブル等依存症の相談、治療及び回復支援の質の向上を図るため、

アルコール依存症、薬物依存症等も含め、精神保健医療分野における依存症に係る相談、

治療及び回復の実態やギャンブル等依存症の疑われる者の状況についての調査を行い、そ

の過程で、他の精神疾患や自殺などの関連問題との関係を明らかにする。なお、ギャンブ

ル等依存症の疑われる者の状況に係る調査については、関係者会議での議論を踏まえ、本

基本計画において関係事業者の取組の対象となっているギャンブル等と宝くじ及びスポ

ーツ振興くじとの関係も含めた実態を把握できるように実施する。  


